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1.事業の計画の名称、目的及び内容 

(1)名称 一般地方道 木曽岬弥富停車場線 道路改良事業 

(2)目的  本計画路線の起点に位置する木曽岬干拓地には、土地利用計画として野外体験広場、運

動広場などのレジャー施設や建設発生土ストックヤードの計画があり、レジャー施設利用者に

よる交通量や土砂運搬車輌等大型車の交通量増加が見込まれている。 

また、沿道で土地区画整理事業の構想があり、町の中央玄関口としての役場施設、防災施

設、商業施設、産業施設などの計画がある。 

本路線は木曽岬町内唯一の県道でありながら未改良であり、幅員狭小で歩道も設置されて

おらず交通安全上危険な状態となっている。 

このようなことから、これらの事業と連携図り、木曽岬町の中心部を通る南北縦貫道路とし

て、また木曽岬干拓地へのアクセス道路として、自動車にとっても、歩行者・自転車にとって

も、安全で快適な道路整備を行うことを目的とする。 

 

(3)事業主体 北勢県民局 桑名建設部 

①計画地の位置 

※位置図を添付すること 

三重県 桑名郡 木曽岬町 源緑輪中～中和泉 地内 

②建物・施設等の概要 

（ 用 途 、 規 模 、 面 積 、

配置等） 

※配置図を添付すること 

道路区分：第３種第３級 

道路延長：Ｌ＝ ３．０６ｋｍ 

道路幅員：Ｗ＝１０．７５ｍ （車道２車線・片側自歩道） 

設計速度：Ｖ＝５０㎞／h 

 

③用水の使用計画 

 

なし 

④エネルギーの使用計画 

 

なし 

⑤雨水、汚水の排水計画 

 

雨水：雨水排水は道路側溝から既設排水路へ排出する。 

汚水：施工時の泥水は、沈砂池等を設け直接排水路へ排出し

ない。 

 

⑥道路・交通計画 

 

 

今後開発が計画されている木曽岬干拓地へのアクセス道

路として、木曽岬干拓地と国道２３号をスムースに結ぶ道路

を、一般県道木曽岬弥富停車場線のバイパスと位置付けて計

画する。 

 

(4)計画内容 

⑦工期 ｱ)着工の予定時期 

ｲ)完工及び供用開始の

予定時期 

・着工：平成１７年度予定 

・完工：平成２５年度予定 

・供用：平成２６年度予定 

 

(5)関連事業

計画 

 

・木曽岬干拓地整備事業 

・土地区画整理事業（木曽岬町の中央玄関口整備） 

(6)その他 なし 
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2.計画地の社会的条件の現況等 

①交通の現況 

 

 

 

事業計画地域を、東西方向に国道２３号が横断しており、南北方向には

一般県道木曽岬弥富停車場線が縦断している。 

 木曽岬町北部には国道1号が、南部の木曽岬干拓地内には伊勢湾岸自

動車道が横断している。 

東西方向を結ぶ重要な広域交通道路は多数存在するが、南北方向を

結んでいるのは未改良の県道と町道のみである。 

 

②土地利用の

現況 

 

道路計画区域は平地であり、大部分が田畑で占められている。 

 

③水域利用の

現況 

 

道路計画区域は、昔から地下水が豊富な地域であったが、産業の発展

と共に大量の地下水が取水された結果、広範囲に地盤沈下が発生して深

刻な問題となった。 

 そのため、現在では地下水の取水制限が行われ、上水道用水、農業用

水、工業用水の水源は河川水に切り替えられている。 

 

(1)計画地の

社 会 的 条

件の現況 

④生活関連施

設の現況 

 

生活関連施設の立地状況 

a.学校施設：南部保育園 

b.医療施設：計画道路の周辺にはなし 

c.文化施設：源緑輪中神社 

d.そ の 他：木曽岬温泉 

 

①自然環境保

全地域等の

指定状況 

 

 

 

 

 

自然環境保全地域（地区）、自然公園地域（区域）、鳥獣保護区の指定状

況 

a.自然環境保全地域：指定なし 

b.自然公園地域  ：「三重県立水郷自然公園」に指定 

c.鳥獣保護区   ：指定なし 

※ただし、道路計画区域近隣には、「弥富鳥獣保護区」に指定された

区域がある。（愛知県弥富町） 

(2)関係法令

等による地

域の指定・

規制状況 

②土地利用規

制の現況 

 

 

 

 

都市計画法、農業地域振興法、森林法等の規制状況 

a.都市計画法    ：規制あり（桑名都市計画区域） 

b.農業地域振興法  ：規制あり（農業振興地域、農用地区域） 

c.森林法等     ：規制なし 

d.砂防法      ：規制なし 

e.地すべり等防止法 ：規制なし 

f.急傾斜地災害防止法：規制なし 

g.河川法      ：規制あり（木曽川、鍋田川河川区域） 

h.海岸法      ：規制なし（平成１５年に木曽岬海岸堤は河

川堤に所属替えになっている） 

i.文化財保護法   ：規制なし 
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3.計画地の自然的条件の現況 

文献調査 文献名 名古屋南部地域の地質．地域地質研究報告 

桑名地域の地質．地域地質研究報告      （地質調査所） 

現地調査の有無 有 ・ 無 （実施日時       ） 聴取調査の有無 有 ・ 無 

(1)地形・地

質 

調査結果等 

 

 

 

地形：道路計画地周辺に発達する低地は、木曽三川などの河川営力によ

り形成された蟹江三角州と干拓低地によって構成されている。蟹江

三角州は、大部分が河川の沖積作用や海水準の低下などによっ

て、奈良時代以降に陸化した低湿地である。蟹江三角州の南域に

は、主として江戸時代以降に造成された干拓平野が広がる。干拓

平野は、濃尾平野の海岸にあたる潮汐低地に潮止め堤を築き、人

為的に浅海底を陸化してできたものであるが、標高はほとんどが海

水準以下の、いわゆるゼロメートル地帯となっている。木曽岬干拓

地は、木曽川と鍋田干拓堤防とに挟まれた約４４３ha の干潟を農地

として利用するため、昭和４２年から干拓工事が始まり昭和４８年に

干陸された。 

地質：道路計画地を含む濃尾平野の地下地質は、一般に上位より、完新世

の南陽層、更新世の濃尾層・第一礫層・熱田層・第二礫層・海部累

層・第三礫層・弥富累層、そして鮮新～更新世の東海層群から構成

されている。道路計画地及びその周辺では、これらの各層のうち、

南陽層、濃尾層、第一礫層、熱田層、第二礫層が確認されており、

最上部を埋土層が被っている。 

文献調査 文献名 なし 

現地調査の有無 有 ・ 無 （実施日時       ） 聴取調査の有無 有 ・ 無 

調査結果等 

 ①河川・湖沼 

道路計画地は、一級河川木曽川と一級河川鍋田川に挟まれた区域に位

置する。 

(2)水象 

 ②海域 道路計画地は、伊勢湾の最奥に位置する。 

 

調査の方法 津地方気象台資料、平成１６年度版三重県環境白書 (3)気象・大

気質等 調査結果 計画地最寄り（桑名市）の観測データは次のとおりである。 

a.平均気温：15.4°C（平年値） 

b.降 水 量：1605.0㎜/年（平年値） 

c.平均風速：2.1m/s（平年値） 

d.大 気 質：SO2（二酸化硫黄）  0.007ppm（年平均） 

      NO2（二酸化窒素）  0.019ppm（年平均） 

       SPM（浮遊粒子状物質）0.033mg/m3（年平均） 

e.水  質：類型 A  pH 7.5  DO 9.6mg/l  BOD 0.7mg/l 

      SS 6mg/l  大腸菌群数 2.6E+03（長島町木曽川下流）

      （環境基準を下回っている） 

f.騒  音：木曽岬町白鷲  昼間55dB(○) 夜間60dB(×) 

      木曽岬町富田子 昼間65dB(×) 夜間54dB(×) 

       （環境基準 昼間55dB以下 夜間45dB以下） 

 g:振  動：国道２３号（長島町福吉）昼間53dB 夜間54dB 

（道路交通振動の要請限度を下回っている） 
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文献調査 文献名 現存植生図、動植物分布図、生物多様性情報システム 

（環境省自然環境局生物多様性センター）

現地調査の有無 有 ・ 無 （実施日時       ） 聴取調査の有無 有 ・ 無 

調査結果等 

①植物 

植生の概要  ：木曽岬町内において、ヨシクラス、畑地雑草群落、

水田雑草群落、開放水域の各群落が存在するが、特

筆すべき貴重な植物は確認されていない。 

 

貴重な植物個体：特になし 

 

貴重な植物群落：特になし 

 

(4) 生態系

等 

②動物 動物相の概要 ：木曽岬町内において、淡水産貝類としてヤマトシジ

ミ、カワザンショウガイが確認されているが、その

他はセミ、トンボ、カエル、サワガニ、ツバメ、カ

ワセミなど身近な生き物の生息が確認されている程

度で、特筆すべき貴重な動物は確認されていない。

 

貴重な動物  ：特になし 

 

文献調査 文献名 三重県土地利用規制図 

現地調査の有無 有 無 （実施日時        ） 聴取調査の有無 有 ・ 無 

調査結果等 

 ①自然景観 

自然景観の概要：事業計画区域は、木曽三川とその支川が形成した大規

模な三角州に位置している。典型的な田園風景と金魚

の養殖を行う池が見られる。また、高潮の被害を防ぐた

めの｢輪中｣もこの地域の特徴をなっている。 

 

貴重な自然景観：特になし 

 

 ②文化財、 

史跡、 

名勝等 

史跡・名勝・天然記念物：特になし 

 

埋蔵文化財宝蔵地：特になし 

 

(5) 自然景

観・文化

財等 

③野外レクリエ

ーション他 

鍋田川下流部には、何十隻ものプレジャーボート、漁船が停泊してお

り、伊勢湾に出てマリンスポーツ、釣りなどが行われている。 

 

(6) そ の 他

自 然 災

害等 

昭和３４年の伊勢湾台風（台風１５号）により、甚大な被害を被った。 

※木曽岬町（当時：木曽岬村）内における被害状況 

・死者 ３２８人     ・負傷者 ５７６人  

・全壊住家 ９５戸    ・流失住家 １７１戸  ・半壊住家 ２８１戸 

・住家床上浸水 ３７戸  ・住家床下浸水 １戸  ・非住家の被害 ４６９ 
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4.事業計画の検討内容（複数案比較） 

 事業計画案 比較検討（Ａ案） 比較検討（Ｂ案） 

(1)計画の概要 

 

木曽岬町の中心を縦貫

し、土地区画整理事業と整

合したバイパスルート 

【延長 Ｌ＝３．０６㎞】 

 

現県道の拡幅を基本とし

たルート 

 

【延長 Ｌ＝３．２６㎞】 

木曽岬町の東部（鍋田川

右岸）を通るルート 

 

【延長 Ｌ＝２．８５㎞】 

(2)環境評価（＊左欄に◎○△を相対評価で記入し、右欄に評価の理由を記入） 

  ①循環を基調とした持続的発展が可能な社会の構築 

  ②人と自然が共にある環境の保全 

  ③やすらぎとうるおいのある快適な環境の創造 

 

①-1 

地球温暖化防止 

◎ 

Ｂ案に比べ延長は

長いが、カーブが少な

く線形が緩やかである

ため、走行車輌への

負荷が少ない。 

△

３案中最も延長が長

く、カーブも多いため

走行車輌への負荷が

大きい。 

○ 

３案中最も延長が短

くなるが、カーブが多

いため走行車輌への

負荷が大きい。 

①-2 

廃棄物対策 

○ 

工事において、建

設廃棄物の 発生抑

制、減量化に努める。

発生廃材に つ い

て、再資源化が可能な

ものについては再資

源化処理施設に搬入

し、最終処分が必要な

ものについては適正

に処理する。 

○

工事において、建

設廃棄物の 発生抑

制、減量化に努める。

発生廃材に つ い

て、再資源化が可能な

ものについては再資

源化処理施設に搬入

し、最終処分が必要な

ものについては適正

に処理する。 

○ 

工事において、建

設廃棄物の 発生抑

制、減量化に努める。

発生廃材に つ い

て、再資源化が可能な

ものについては再資

源化処理施設に搬入

し、最終処分が必要な

ものについては適正

に処理する。 

①-3 

生活環境の保全 

◎ 

バイパスであるた

め、宅地に与える影響

が少ない。 

路面排水について

は用水への流入がな

いよう排水計画に配慮

する。 

工事において、低

公害車の使用、アイド

リングの禁止、粉塵の

飛散防止、濁水の流

出防止に努める。 

△

現道拡幅であるた

め、宅地に与える影響

が大きい。 

路面排水について

は用水への流入がな

いよう排水計画に配慮

する。 

工事において、低

公害車の使用、アイド

リングの禁止、粉塵の

飛散防止、濁水の流

出防止に努める。 

○ 

町道を拡幅する区

間があるため、宅地に

与える影響が大きい。

路面排水について

は用水への流入がな

いよう排水計画に配慮

する。 

工事において、低

公害車の使用、アイド

リングの禁止、粉塵の

飛散防止、濁水の流

出防止に努める。 

①-4 

その他重点項目 
◎ 

バイパスであるた

め、工事に伴う現道交

通へ の 影響は少な

い。 

△

現道拡幅であるため、

工事に伴う現道交通

への影響が大きい。 
○ 

町道を拡幅する区間

があるため、工事に伴

う現道交通への影響

が発生する。 
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②-1 

野生生物等の生

育空間の確保 
△ 

田の中を通過する

ため、田や用排水路

に生育する野生生物

等に影響を及ぼす。 

◎

現道拡幅のため、

野生生物等への生育

空間への影響は少な

い。 

△ 

田の中を通過する

ため、田や用排水路

に生育する野生生物

等に影響を及ぼす。 

②-2 

希少な野生生物の

保護 
○ 

希少な野生生物は

確認されていないが、

確認された場合は保

護に努める。 

○

希少な野生生物は

確認されていないが、

確認された場合は保

護に努める。 

○ 

希少な野生生物は

確認されていないが、

確認された場合は保

護に努める。 

②-3 

地形、地質等の改

変の抑止 
△ 

バイパスルートであ

るため、田への盛土が

発生し、特に２３号付

近では高盛土になり、

地盤改良等地質の改

変が必要となる。 

◎

現道拡幅のため、

地形、地質等の改変

は比較的小さい。 
○ 

事業計画案よりは少

ないものの田への盛

土が発生し、地形の改

変が必要となる。 

②-4 

その他重点項目 
 

特になし 
 

特になし 
 

特になし 

③-1 

緑化、周辺景観と

の調和 
◎ 

盛土部分において

は、法面の緑化によ

り、周辺景観との調和

を図ることができる。 
△

現道拡幅のため、

周辺景観への影響は

小さいものの、緑化で

きる部分は事業計画

案に比べると少ない。

○ 

事業計画案よりは少

ないものの、盛土部分

においては、法面の

緑化により、周辺景観

との調和を図ることが

できる。 

③-2 

親水等、ふれあい

空間づくり 

 

特になし 

 

特になし 

 

特になし 

③-3 

その他重点項目 
 

特になし 
 

特になし 
 

特になし 

④上記以外の特

記事項 

◎ 

土地区画整理事業

と調整を図り、工事に

伴う環境への影響と、

その影響範囲を少なく

抑えることができる。 

△

土地区画整理事業

区域と離れているた

め、それぞれの事業

において環境への影

響を及ぼし、その影響

範囲も大きくなる。 

△ 

土地区画整理事業

区域と離れているた

め、それぞれの事業

において環境への影

響を及ぼし、その影響

範囲も大きくなる。 

5.事業計画案の環境配慮に係る評価 

長所  現道・宅地から離れたバイパスのため、他案に比べ走行車輌への負荷が少ないこと

から地球温暖化への影響が少なく、宅地や現道交通など生活環境へ及ぼす影響も少

ない。また、盛土法面を緑化することで周辺環境との調和を図ることができる。さらに、

土地区画整理事業と調整を図り、環境への影響を少なく抑えることが可能となる。 

短所  田への盛土が発生することから、野生生物等に影響を及ぼし、高盛土区間では地盤

改良等地質の改変が必要となる。しかし、特筆すべき希少な野生生物は計画区域内に

存在しないと思われる。 

会議で調整を要す

る事柄 
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